
＜運営指導から過誤調整までの簡易フロー＞

TS 指導監査課 事業者 障がい福祉課 各市町障害福祉担当課

N 運営指導の実施

（現地での講評：過誤調整有り） 自己点検(仮)

（※運営指導月の5年前に遡って点検）

過誤調整相談の実施(仮) 過誤調整相談の受付(仮)

「過誤調整処理手順」をﾒｰﾙ送付 過誤調整相談の受付(仮)

課内検討会

N+2ヶ月 運営指導結果通知の発送 運営指導結果通知の受理

（運営指導結果の情報提供）※1 運営指導結果情報の受理

自己点検

（※運営指導月の5年前に遡って点検）

過誤調整相談の実施 過誤調整相談の受付

（「過誤調整金リスト」の作成） 過誤調整相談の受付

是正改善報告書の作成

N+3ヶ月 是正改善報告書の受理

過誤調整に係る情報提供　※2 結果情報の受理

過誤調整依頼書の提出 過誤調整の対応

（※提出〆は月末） 過誤調整の対応

翌月10日までに国保連へ再請求

※過誤調整件数が100件を超える場合

は、

障がい福祉担当課と調整の上分割返済

となる


